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年収
約1,160万円以上

252,600円＋ 140,100円ア

区分 一部負担金の額
（自己負担限度額）

1年間に4回
以上あるとき
4回目から

食事の
標準負担額
（1食）

年収約770万～
　　約1,160万円

167,400円＋ 93,000円イ

年収約370万～
　　約770万円

80,100円＋

44,400円

460円
ウ

年収
約370万円未満 57,600円エ

高額療養費/自己負担限度額（1ヶ月分）

47歳男性 限度額区分：エ（年収約370万円未満）

※21,000円を
超えないため
合算不可

【自己負担限度額】　57,600円
【払い戻される額】　（300,000円＋15,000円＋9,000円）-57,600円＝266,400円

※注意：世帯での合算は各医療保険窓口へご確認ください。

例

A病院

医療費10割

自己負担3割

A病院 B薬局 C病院

入院して手術 化学療法で外来通院 放射線治療で
通院

□70歳未満の方の場合

210円

160円
（過去12ヵ月
で91日以上）

（90日まで）

（医療費－842,000円）×1％

（医療費－558,000円）×1％

（医療費－267,000円）×1％

1,000,000円 50,000円 30,000円 50,000円

300,000円
15,000円
※合計24,000円

9,000円
15,000円

1. 医療費の負担を減らす

（1）高額療養費制度

問い合わせ先
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（2）高額療養費限度額適用認定証（以下、限度額認定証）

①限度額認定証の申請をした月の初日から有効です。
②病院等の窓口へ提示が必要です。忘れた場合、いったん医療費は自己
負担となり、後日払い戻しとなります。
③発行まで一週間程度かかります。時間に余裕をもって申請しましょう。

覚えておくとよいこと

①月毎（1日～月末）の計算となります。(食費や医療保険のきかな
い診断書は含まれません)
②以下の表のように外来のみの場合と入院＋外来の場合で自己負
担限度額が異なります。病院、診療所、訪問診療、訪問看護など、
かかった医療費のすべてを合算し、自己負担限度額を超えた金額
が払い戻されます。
③外来での費用は、病院の外の薬局での費用も含みます。
④払い戻しがある方には各医療保険より後日、通知があります。

□70歳以上の方の場合（後期高齢者医療の方も含む）

　市町村民税が非課税などによる低所得者の方のみが対象で、自己負
担限度額と入院時の食事費用が抑えられる制度です。

（3）標準負担額減額認定証

覚えておくとよいこと
①限度額認定証と一緒に手続きをして、あわせて1枚の認定証を受け取
りましょう。
②申請した月の初日から有効です。 
③申請を忘れたり、病院窓口への提示を忘れると、後日払い戻しがない
ので注意してください。

コチラもCheck!  『がんになったら手にとるガイド』

　70歳未満の方や、70歳以上で非課税世帯の方については、加入す
る医療保険の窓口で事前に交付申請の手続きをする必要があります。
それ以外の方は、特に申請手続きの必要はありません。

■申請手続きについて
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（4）高額療養費貸付制度

（5）高額医療・高額介護合算制度

　1年間に自己または自己と生計をひとつにする親族に、一定額以上
の医療費および介護費用などの自己負担があった場合は、所得税を軽
減できます。

（6）確定申告による医療費等の控除

申告時期 所得税の確定申告期間(毎年2月16日～3月15日)に行う

覚えておくとよいこと
①該当しそうな領収書やレシートは捨てずに必ず保管しましょう。
②高額療養費制度では対象とならない医療費も該当します。
③会社などの年末調整とは別に、自分で税務署か市町村役場にて確定申
告をする必要があります。

（7）その他の制度

■ 四肢のリンパ浮腫治療のための
　 弾性着衣等にかかる療養費の支給

上
限
額

弾性ストッキング

弾性スリーブ

弾性グローブ

弾性包帯

28,000円
(片足用の場合25,000円)

16,000円

15,000円

上肢7,000円
下肢14,000円( 医師の判断により弾性着衣を

使用できないと認められる場合
に限り支給対象となる )
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　白血病などの血液疾患治療中で高価な分子標的治療薬を服用してい
る患者さんの治療費、精子保存にかかる採取・保存費用、採取にかか
る交通費の一部を助成しています。問い合わせ先はP73に。
【助成の対象】
①血液疾患の治療中で、分子標的治療薬を服用中の70歳未満の方と
　その家族
②今後、造血細胞移植や抗がん剤治療を開始予定で、精子保存を希望
　される45歳以下の男性患者

■ 志村大輔基金

　白血病などの血液疾患治療中で造血細胞移植や抗がん剤治療を行う
予定の女性に対し、未受精卵子の採取・保存費用の一部を助成してい
ます。問い合わせ先はP73に。

①造血細胞移植や抗がん剤治療を開始予定で、未受精卵子保存を希望
される、または保存された方
②日本国内に居住し、日本国内で治療中であること
③卵子採取時35歳以下で未婚の方

■ こうのとりマリーン基金

・療養費支給申請書
・弾性着衣等装着指示書
・弾性着衣等を購入した際の領収書(原本)または費用の内訳がわかる書類

□ 申請に必要な書類

問い合わせ先

【助成の対象】

【助成の条件】
世帯の収入が当基金の定める額を超えていない方。審査があります。

【問い合わせ先】
全国骨髄バンク推進連絡協議会
〒101-0031　東京都千代田区東神田1-3-4　KTビル3F
FAX：03-5823-6365　https://www.marrow.or.jp/

03-5823-6360

【問い合わせ先】
「淳彦基金を育てる会」事務局
〒190-0023　東京都立川市柴崎町3-5-27　高田商事㈱内
FAX：042-524-3311
HP：https://hla.or.jp/med/atsuhiko/

042-523-0571

　白血病などの血液疾患治療のため、造血細胞移植を受ける患者さん
の移植に関わる医療費など、入院に伴い直接必要となる費用の一部を
助成しています。
【助成の対象】
①造血細胞移植を望みながら、経済的理由により実施が困難な患者さ
　んとそのご家族
②日本国内に居住し、国内で造血細胞移植を受けようとしていること

■ 佐藤きち子記念 造血細胞移植患者支援基金

　造血幹細胞移植が必要な患者さんで経済的に困難な事情のある方
へ、HLA検査費用を援助しています。ただし「HLA研究所」での検
査費用に限ります。申し込みは担当医から行う必要があります。
　基金についてのお問い合わせ・申し込みは「淳彦基金を育てる会」
事務局へ。

■ 公益財団法人　HLA研究所「淳彦基金」

■ 志村大輔基金
■ こうのとりマリーン基金
■ 佐藤きち子記念 造血細胞移植患者支援基金


